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薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

○ 薬剤師については 医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から 薬物療法等に○ 薬剤師については、医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、薬物療法等に
おいて、積極的に活用することが望まれている。

○ しかしながら、病棟等において、薬剤師が十分に活用されていないとされている。

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
（平成２２年４月３０日医政発０４３０第１号医政局長通知）（抜粋）

２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例

（１）薬剤師

１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

近年 医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため 医療の質の向上及近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上及
び医療安全の確保の観点から、チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主
体的に薬物療法に参加することが非常に有益である。

また、後発医薬品の種類が増加するなど、薬剤に関する幅広い知識が必要とされて
いるにもかかわらず、病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十分に活用されておら
ず、注射剤の調製（ミキシング）や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について、医
師や看護師が行っている場面も少なくない。
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薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

○ 薬剤師は 現行制度の下において 多くの病棟での業務を行うことが可能である○ 薬剤師は、現行制度の下において、多くの病棟での業務を行うことが可能である。

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」（医政局通知）（抜粋）

２ 各医療スタッフが実施することができる業務の具体例２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例

（１）薬剤師

１）薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極掲 務 、 度 薬剤 実 す 、薬剤 積

的に活用することが望まれる。
① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作

成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。
② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。②
③ 薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む。）に対し、薬学的管理（患者の副作用の状況の把握、服薬指

導等）を行うこと。
④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師

に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。
⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的

管理を行うこと。
⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管

理を行うこと。
⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

２）薬剤に関する相談体制の整備）薬剤 関する相談体制の整備

薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場合においても、医療安
全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されることから、薬剤の専門家として各
医療スタッフからの相談に応じることができる体制を整えることが望まれる。
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薬剤師の業務のイメージ

○ 薬剤師の病棟での業務は 薬剤管理指導業務とその他薬剤関連業務に分類できる○ 薬剤師の病棟での業務は、薬剤管理指導業務とその他薬剤関連業務に分類できる。
○ 後者は、現状では、医師、看護師等が実施している場合が多いが、医師等の業務負担

や医療安全上の問題につながっているものと考えられる。

状

調剤業務
（薬剤部門等における業務を含む）

病棟での業務

＋
薬剤管理
指導業務

その他薬剤関連業務
・ 病棟における抗がん剤のミキシング

処方変更 の迅速な対応現状 ＋
病棟での
業務比率は

さ ・

・ 処方変更への迅速な対応
・ 退院時における保険薬局との連携
・ 病棟配置薬の管理
・ 持参薬の鑑別

（多くの場合）医師、看護師等が実施薬剤師が実施

小さい ・
・

薬剤師

＋ 病棟での業務

薬剤管理
指導業務

その他薬剤関連業務
・ 病棟における抗がん剤のミキシング

調剤業務
（薬剤部門等における業務を含む）

→ 業務量不変

→ 業務量増大

薬剤師の
積極的活用

＋

病棟での
業務比率が

指導業務

・

・ 処方変更への迅速な対応
・ 退院時における保険薬局との連携
・ 病棟配置薬の管理
・ 持参薬の鑑別

業務比率が
大きくなる

医師等の負担軽減、医療安全の向上その他薬剤関連業務を含めて薬剤師が実施

・
・
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薬剤師業務の現状

○ 現状では 薬剤師は 調剤所での業務が全業務時間の半分以上 病棟での業務が○ 現状では、薬剤師は、調剤所での業務が全業務時間の半分以上、病棟での業務が
全業務時間の約４分の１となっており、さらに病棟での業務のうち、薬剤管理指導業務が
半分以上となっている。

薬剤師の業務実施場所及び業務時間の現状
（全施設における１週間あたり平均） n=641

薬剤師の病棟での業務に占める
薬剤管理指導業務の割合

業務実施場所 1人当たり延べ業務時間

薬剤部門等

調剤所 ２４．６時間

DI室 ３．２時間

検査部門 ０ １時間
64.0%

36.0%

検査部門 ０．１時間

病棟等

手術室 ０．１時間

ICU・HCU ０．１時間

病棟 ８．１時間

その他 １．５時間

合 計 時間

薬剤管理指導業務

薬剤管理指導業務以外

合 計 ３７．７時間

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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病棟での主な業務に要する時間

○ 現に病棟での業務を行っている施設のデ タによれば 病棟での主な業務に要する○ 現に病棟での業務を行っている施設のデータによれば、病棟での主な業務に要する
時間は、業務の種類により様々ではあるが、合計すると一定程度の時間に達する。

時間

病棟での主な業務に要する時間（１病棟・１週間あたり）

時間

薬物療法プロトコルについて提案、協働で作成、協働で進行管理
（医政局長通知の１）の①に相当）

２．０時間

患者の状態に応じた積極的な新規・変更処方の提案又は同一処方継続可否の提案
（医政局長通知の１）の②及び⑤に相当）

２．１時間
（医政局長通知の１）の②及び⑤に相当）

時間

患者の状態観察に基づく薬効・副作用の確認（TDMの実施の提案等を含む。）と結果の
医師への伝達（医政局長通知の１）の④に相当）

２．６時間

持参薬の確認・評価とそれを考慮した服用計画の提案（医政局長通知の１）の⑦に相当） ３．６時間持参薬の確認 評価とそれを考慮した服用計画の提案（医政局長通知の ）の⑦に相当） ３．６時間

抗がん剤等の無菌調製（医政局長通知の１）の⑨に相当） ２．２時間

他の医療スタッフへの助言や相談への応需（医政局長通知の２）に相当） ２ ３時間他の医療スタッフへの助言や相談への応需（医政局長通知の２）に相当） ２．３時間

医薬品管理業務（病棟配置薬の管理等） ２．１時間

合計 １６ ９時間合計 １６．９時間

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）

※ 薬剤師の病棟での勤務時間が長い病棟における平均であり、原則として、単に相談を受けた場合等は含まない。
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薬剤師の病棟での業務の現状

○ 薬剤師の病棟での業務従事時間は 病棟の種別により異なるが 多くの病棟で週当たり○ 薬剤師の病棟での業務従事時間は、病棟の種別により異なるが、多くの病棟で週当たり
８時間未満である

※ 時間未満の病棟には 病棟での業務が薬剤師の病棟での業務従事時間別の病棟分布（１週間あたり） ※ ８時間未満の病棟には、病棟での業務が
実施されていない病棟も含まれる

0 500 1000 1500 2000 2500
（N=5561）

8時間未満（N=2454）

8時間以上16時間未満（N=1583）

16時間以上24時間未満（N=747）

24時間以上32時間未満（N=373）

32時間以上40時間未満（N=172）

40時間以上48時間未満（N=170）

48時間以上（N=62）

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）

特定機能病院 一般病棟 療養病棟 結核病棟 精神病棟
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薬剤師の員数密度と病棟での業務時間

○ 薬剤師の員数密度が高い施設は 薬剤師の病棟での業務時間が増加する○ 薬剤師の員数密度が高い施設は、薬剤師の病棟での業務時間が増加する。

薬剤師の病棟での業務時間（１週間あたり）

6 6 .7 % 0 .0 % 3 3 .3 %

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

0.5倍未満（N=3）

（N=642）

5 4 .4 %

3 5 .7 %

1 9 .3 %

2 6 .9 %

1 4 .0 %

1 7 .5 %

0.5倍以上1.0倍未満（N=57）

1.0倍以上1.5倍未満（N=171）

2 3 .9 %

2 8 6 %

2 7 .0 %

2 1 1 %

1 9 .5 %

2 3 3 %

1.5倍以上2.0倍未満（N=159）

2 8.6 %

2 1 .9 %

2 1.1 %

2 3 .4 %

2 3.3 %

2 6 .6 %

2.0倍以上2.5倍未満（N=133）

2.5倍以上3.0倍未満（N=64）

2 3 .6 % 2 3 .6 % 1 8 .2 %3.0倍以上（N=55）

4時間未満 4時間以上8時間未満 8時間以上12時間未満

12時間以上16時間未満 16時間以上20時間未満 20時間以上24時間未満満 満 満

24時間以上

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）

※ 縦軸の倍数は、医療法施行規則における薬剤師の標準員数に対する実際の員数状況を示す
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病棟に配置された薬剤師と勤務医との連携内容

○ 現状で病棟に配置された薬剤師は 勤務医と連携して 多岐にわたる病棟での業務を○ 現状で病棟に配置された薬剤師は、勤務医と連携して、多岐にわたる病棟での業務を
実施している。

病棟に配置された薬剤師との連携内容とその割合（医師調査）

81.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

患者等 の薬剤に関する説明等の実施

病棟に配置された薬剤師との連携内容とその割合（医師調査） n=550

67.5%

患者等への薬剤に関する説明等の実施

持参薬を考慮した服用計画の検討

64.2%

54.7%

効果・副作用等の確認

医薬品の有効性・安全性情報の収集・管理

48.7%

34.0%

患者の状態、薬物療法の経過観察に応じた処方の検討

薬物療法プロトコルの作成・推進管理

28.9%

1 8%

薬物療法 成 推 管

薬剤師も参加したカンファレンスや回診の実施

その他 1.8%その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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病棟に配置された薬剤師と看護職員との連携内容

○ 病棟に配置された薬剤師は 看護職員と協力して 多岐にわたる病棟での業務を実施○ 病棟に配置された薬剤師は、看護職員と協力して、多岐にわたる病棟での業務を実施
している。

病棟に配置された薬剤師との連携内容と 病棟に配置された薬剤師との連携内容と

0% 50% 100%

その割合（看護師長調査） その割合（看護職員調査）

64.0%

50.3%

32 8%

0% 50% 100%

持参薬の管理

効果・副作用等の確認

薬剤師と共にカンファレンスや回診へ

（N=1355）

56.5%

52.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持参薬の管理

効果・副作用等の確認

薬剤師と共にカンファレンスや回診への参加

（N=3041）

32.8%

90.3%

16.8%

15 1%

の参加

患者等への薬剤に関する説明等の実施

配薬

薬剤のミキシング（抗がん剤を除く）

22.9%

87.2%

16.5%

13.9%

薬剤師と共にカンファレンスや回診への参加

患者等への薬剤に関する説明等の実施

配薬

薬剤のミキシング（抗がん剤を除く）
15.1%

41.0%

55.2%

6 4%

薬剤のミキシング（抗がん剤を除く）

抗がん剤のミキシング

病棟配置薬の管理

その他

37.6%

54.4%

3.5%

抗がん剤のミキシング

病棟配置薬の管理

その他

6.4%その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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勤務医の負担軽減と薬剤師業務

○ 勤務医の負担軽減策として 「医師業務の薬剤師との分担」又は「薬剤師の病棟配置」○ 勤務医の負担軽減策として、「医師業務の薬剤師との分担」又は「薬剤師の病棟配置」
が実施されているところは半数にも満たない。

実施されている勤務医の負担軽減策（医師調査）

43 5%

46.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

医師業務の看護職員との分担

医師業務の薬剤師との分担

実施されている勤務医の負担軽減策（医師調査）

43.5%

44.0%

53.6%

32.7%

医師業務の薬剤師との分担

医師業務のその他のコメディカルとの分担

医師事務作業補助者の配置

看護補助者の配置

24.2%

27.2%

8.2%

7 5%

常勤医師の増員

非常勤医師の増員

短時間勤務の導入

交代勤務制の導入 7.5%

21.1%

20.5%

7.8%

交代勤務制の導入

連続当直を行わない勤務シフト体制

当直翌日の通常業務に係る配慮

外来診療時間の短縮

8.0%

33.6%

40.1%

12 5%

外来機能の縮小

地域の他の医療機関との連携体制

栄養サポートチームの設置

呼吸ケアチームの設置 12.5%

36.6%

2.2%

呼吸ケアチームの設置

薬剤師の病棟配置

その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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勤務医の負担軽減への効果①

○ 勤務医の負担軽減策として 「医師・薬剤師との業務分担」に取り組んだ施設のうち○ 勤務医の負担軽減策として、「医師・薬剤師との業務分担」に取り組んだ施設のうち、
半数以上が、医師・薬剤師の業務分担は負担軽減に効果があったと回答している。

各負担軽減策の勤務医の負担軽減への効果（施設調査）

61 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師・看護職員の業務分担(N=507)

55.9%

55.3%

87 6%

61.3%医師 看護職員の業務分担(N=507)

医師・薬剤師との業務分担(N=447)

医師・その他コメディカルとの業務分担(N=443)

医師事務作業補助体制(N 418) 87.6%

43.0%

28.3%

医師事務作業補助体制(N=418)

短時間正規雇用医師の活用(N=207)

地域の他の医療機関との連携体制(N=523)

25.7%

39.6%

38.3%

交代勤務制の導入(N=101)

連続当直を行わない勤務シフト(N=510)

当直翌日の通常業務に係る配慮(N=321)

19.9%

45.2%

48.3%

特定個人に集中しない業務配分(N=382)

外来縮小の取り組み(N=199)

電子カルテとオーダリングシステムの活用(N=362)

27.3%１２以外のＩＣＴを活用した業務省力化、効率化の取り組み
(N=198)

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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勤務医の負担軽減への効果②

○ 勤務医の負担軽減策として 「医師業務の薬剤師との分担」又は「薬剤師の病棟配置」に○ 勤務医の負担軽減策として、「医師業務の薬剤師との分担」又は「薬剤師の病棟配置」に
取り組んだ施設のうち、半数以上が、「医師業務の薬剤師との分担」は負担軽減に効果が
あった（どちらかといえば効果があったと回答した場合を含む。）と回答している。

14.1%

15 8%

48.8%

51 5%

0 % 10 % 2 0% 30 % 4 0% 50 % 6 0% 70 % 8 0% 90 % 1 00 %

医師業務の看護職員との分担(N=2530)

師業務 薬剤師と 分担(N 2377)

各負担軽減策の勤務医の負担軽減への効果（医師調査）

15.8%

17.8%

32.5%

11.9%

51.5%

50.8%

44.4%

40.6%

医師業務の薬剤師との分担(N=2377)

医師業務のその他のコメディカルとの分担(N=2407)

医師事務作業補助者の配置(N=2927)

看護補助者の配置(N=1785)

35.1%

22.5%

10.5%

17.5%

33.8%

41.6%

25.3%

23.1%

常勤医師の増員(N=1321)

非常勤医師の増員(N=1487)

短時間勤務の導入(N=447)

交代勤務制の導入(N=411)

24.8%

17.7%

10.0%

11.0%

37.0%

37.4%

25.7%

25.2%

連続当直を行わない勤務シフト体制(N=1155)

当直翌日の通常業務に係る配慮(N=1118)

外来診療時間の短縮(N=428)

外来機能の縮小(N=436) 11.0%

11.5%

10.3%

6.6%

25.2%

33.0%

33.6%

29.7%

外来機能の縮小(N=436)

地域の他の医療機関との連携体制(N=1837)

栄養サポートチームの設置(N=2194)

呼吸ケアチームの設置(N=684)

22.1%

14.2%

46.7%

11.7%

薬剤師の病棟配置(N=1999)

その他(N=120)

効果があった どちらかといえば効果があった どちらかともいえない どちらかといえば効果がなかった 効果がなかった 無回答

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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薬剤師の病棟での業務によるメリット（負担軽減以外）

○ 薬剤師の病棟での業務については 勤務医の負担軽減だけでなく 医療安全等の観点○ 薬剤師の病棟での業務については、勤務医の負担軽減だけでなく、医療安全等の観点
からもメリットがあるとの回答があった。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

薬剤師の病棟での業務によるメリットの内容とその割合（医師調査） n=550

48 7%

63.8%
薬物関連の必要な情報を速やかに入手・把握できるように

なった

薬剤関連のインシデントが減少した 48.7%

44.0%

薬剤関連のインシデントが減少した

患者に応じ、より適した薬物療法が可能となり、患者のＱＯＬ

の向上につながった

35.1%

33.5%

病棟職員の薬物療法・服用指導に対する理解・スキルが向

上した

薬物療法プロトコルの作成、処方の検討により業務の負担

が軽減した

29.6%

2 9%

が軽減した

副作用等の合併症が減少した

そ 他 2.9%その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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看護職員の負担軽減と薬剤師業務

○ 看護職員の負担軽減策として 「薬剤師の病棟配置・業務分担」が実施されている○ 看護職員の負担軽減策として、「薬剤師の病棟配置・業務分担」が実施されている
ところは半数にも満たない。

実施されている看護職員の負担軽減策 実施されている看護職員の負担軽減策

62.5%

0% 20% 40% 60% 80%

看護補助者の導入・業務分担

（N=6553）

実施されている看護職員の負担軽減策
（看護師長調査）

80.5%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

看護補助者の導入・業務分担

（N=2768）

実施されている看護職員の負担軽減策
（看護職員調査）

37.2%

44.8%

21.5%

24.8%

薬剤師の病棟配置・業務分担

病棟クラークの配置

その他コメディカルとの業務分担

常勤看護職員の増員

42.4%

52.7%

33.5%

薬剤師の病棟配置・業務分担

病棟クラークの配置

その他コメディカルとの業務分担

22.9%

17.0%

14.0%

13.7%

非常勤看護職員の増員

夜勤専従者の雇用

短時間正規雇用の看護職員の活用

２交代・３交代制勤務の見直し（変則への移行を含む）

29.5%

25.3%

18.4%

18.6%

常勤看護職員の増員

非常勤看護職員の増員

夜勤専従者の雇用

短時間正規雇用の看護職員の活用

35.6%

5.8%

9.1%

19 2%

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用

シフト間隔の見直し

長時間連続勤務を行わない勤務シフト体制

超過勤務を行わない業務配分

15.7%

50.3%

8.0%

２交代・３交代制勤務の見直し（変則への移行を含
む）

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の入・活用

シフト間隔の見直し

19.2%

35.6%

10.8%

9.6%

超過勤務を行わない業務配分

栄養サポートチームによる介入

呼吸ケアチームによる介入

夜間の緊急入院患者を直接病棟で受け入れなくても済む仕組み

その他

20.3%

29.7%

50.0%

13 7%

長時間連続勤務を行わない勤務シフト体制

超過勤務を行わない業務配分

栄養サポートチームによる介入

呼吸ケアチームによる介入
2.1%その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）

13.7%

11.4%

3.8%

呼吸ケアチームによる介入

夜間の緊急入院患者を直接病棟で受け入れなくても済
む仕組み

その他
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看護職員の負担軽減への効果①

○ 看護職員の負担軽減策として 「薬剤師の病棟配置・業務分担」に取り組んだ施設の○ 看護職員の負担軽減策として、「薬剤師の病棟配置・業務分担」に取り組んだ施設の
うち、半数以上が、「薬剤師の病棟配置・業務分担」は負担軽減に効果があったと回答
している。

80.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護補助者の導入・業務分担(N=695)

各負担軽減策の看護職員の負担軽減への効果（施設調査）

67.3%

77.8%

53.7%

68 6%

80 3%( )

薬剤師の病棟配置・業務分担(N=343)

病棟クラークの配置(N=432)

その他コメディカルとの業務分担(N=454)

常勤看護職員の増員(N 563) 68.6%

59.9%

69.0%

39.2%

常勤看護職員の増員(N=563)

非常勤看護職員の増員(N=481)

夜勤専従者の雇用(N=300)

短時間正規雇用の看護職員の活用(N=260)

48.0%

50.3%

25.5%

30.7%

２交代・３交代制勤務の見直し（変則への移行含む）(N=269)

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用(N=543)

シフト間隔の見直し(N=298)

長時間連続勤務を行わない勤務シフト体制(N=479)

40.9%

28.9%

29.5%

46.4%

超過勤務を行わない業務配分(N=530)

栄養サポートチームの設置(N=336)

呼吸ケアチームの設置(N=88)
夜間の緊急入院患者を直接病棟で受け入れなくても済む仕組み 46.4%

44.5%

28.6%

(N=110)
電子カルテとオーダリングシステムの活用(N=362)

上記以外のＩＣＴを活用した業務省力化、効率化の取り組み(N=192)

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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看護職員の負担軽減への効果②

○ 看護職員の負担軽減策として 「薬剤師の病棟配置・業務分担」に取り組んだ施設の○ 看護職員の負担軽減策として、「薬剤師の病棟配置・業務分担」に取り組んだ施設の
看護職員のうち、半数以上が、「薬剤師の病棟配置・業務分担」は負担軽減に効果が
あった（どちらかといえば効果があったと回答した場合を含む。）と回答している。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

各負担軽減策の看護職員の
負担軽減への効果（看護師長調査）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

各負担軽減策の看護職員の
負担軽減への効果（看護職員調査）

48.4%

32.7%

55.5%

26.8%

41.8%

45.2%

34.7%

51.1%

看護補助者の導入・業務分担（N=2227）

薬剤師の病棟配置・業務分担（N=1174）

病棟クラークの配置（N=1458）

その他コメディカルとの業務分担（N=927）

31.3%

27.7%

42.5%

17.4%

45.7%

39.9%

37.4%

41.6%

看護補助者の導入・業務分担（N=4096）

薬剤師の病棟配置・業務分担（N=2440）

病棟クラークの配置（N=2936）

その他コメディカルとの業務分担（N=1412）

55.0%

35.1%

37.8%

20.2%

30.1%

41.8%

41.2%

38.4%

常勤看護職員の増員（N=816）

非常勤看護職員の増員（N=699）

夜勤専従者の雇用（N=510）

短時間正規雇用の看護職員の活用（N=515）

22.5%

17.4%

15.8%

14.6%

32.9%

38.4%

30.8%

29.7%

常勤看護職員の増員（N=1622）

非常勤看護職員の増員（N=1498）

夜勤専従者の雇用（N=1112）

短時間正規雇用の看護職員の活用（N=917）
31.3%

40.4%

19.9%

24.9%

37.6%

47.8%

48.9%

51.8%

２交代・３交代制勤務の見直し（変則への移行を含む）（N=434）

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の入・活用（N=1392）

シフト間隔の見直し（N=221）

長時間連続勤務を行わない勤務シフト体制（N=562）

14.6%

11.1%

20.5%

5.2%

14 4%

29.7%

28.5%

47.7%

19.1%

28 8%

短時間正規雇用の看護職員の活用（N 917）

２交代・３交代制勤務の見直し（変則への移行を含む）
（N=895）

早出や遅出などの看護ニーズに応じた勤務の導入・活用
（N=2331）

シフト間隔の見直し（N=383）

長時間連続勤務を行わない勤務シフト体制（N=597）
17.1%

9.7%

8.4%

39.4%

50.3%

36.6%

30.3%

36.5%

超過勤務を行わない業務配分（N=821）

栄養サポートチームによる介入（N=1358）

呼吸ケアチームによる介入（N=380）

夜間の緊急入院患者を直接病棟で受け入れなくても済む仕組み
（N=315）

14.4%

10.8%

7.5%

5.5%

20 3%

28.8%

35.6%

33.4%

23.6%

26 5%

長時間連続勤務を行わない勤務シフト体制（N=597）

超過勤務を行わない業務配分（N=1255）

栄養サポートチームによる介入（N=2331）

呼吸ケアチームによる介入（N=711）

夜間の緊急入院患者を直接病棟で受け入れなくても済む仕組

49.0% 41.3%その他（N=104）

効果があった どちらかといえば効果があった どうちらともいえない

どちらかといえば効果がなかった 効果がなかった 無回答

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）

20.3%

24.3%

26.5%

19.9%

夜間の緊急入院患者を直接病棟で受け入れなくても済む仕組
み（N=631）

その他（N=136）

効果があった どちらかといえば効果があった どうちらともいえない どちらかといえば効果がなかった 効果がなかっ 無回答
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薬剤師の病棟での業務によるメリット（負担軽減以外）

○ 薬剤師の病棟での業務については 看護職員の負担軽減だけでなく 薬物療法の質の○ 薬剤師の病棟での業務については、看護職員の負担軽減だけでなく、薬物療法の質の
向上等の観点からもメリットがあるとの回答があった。

薬剤師の病棟での業務によるメリットの
内容とその割合（看護師長調査）

薬剤師の病棟での業務によるメリットの
内容とその割合（看護職員調査）

55 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護職員の薬剤関連業務の負担が軽減した

（N=3041）

60.3%

0% 50% 100%

看護職員の薬剤関連業務の負担が軽減した

（N=1355）

55.6%

45.7%

15.8%

49.7%

看護職員の薬剤関連業務の負担が軽減した

速やかに必要な情報を把握できるようになった

薬剤関連のインシデントが減少した

服薬支援がより適切に行われるようになった

53.8%

15.7%

速やかに必要な情報を把握できるように
なった

薬剤関連のインシデントが減少した

服薬支援がより適切に行われるようになっ 49.7%

23.3%

14.1%

4.0%

服薬支援がより適切に行われるようになった

病棟職員の薬物療法・服薬指導に対する理解・ス
キルが向上した

患者の直接ケア時間が増えた

その他

55.5%

25.8%

16.8%

服薬支援がより適切に行われるようになっ
た

病棟職員の薬物療法・服薬指導に対する理
解・スキルが向上した

患者の直接ケア時間が増えた

3.2%その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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（薬剤師の活用事例）持参薬関連業務①

○ 持参薬の鑑別業務は 医師 看護職員等の負担軽減だけでなく 医療安全等の観点○ 持参薬の鑑別業務は、医師、看護職員等の負担軽減だけでなく、医療安全等の観点
からも、実施に当たって薬剤師が関与することが望ましいものの、一部の施設では薬剤師
が関与していない。

○ 鑑別後 持参薬の情報は 他の医療スタッフへ情報提供されるほか 医師に処方の○ 鑑別後、持参薬の情報は、他の医療スタッフへ情報提供されるほか、医師に処方の
提案等が行われるなど、医薬品の適正使用に寄与している。

持参薬の鑑別業務を利用する割合

4 .6 %3 2 .6 % 1 0 .4 % 3 1 .3 % 7 .8 % 5 .9 %

2 .9 %

4 .3 %N=1292

持参薬の鑑別業務を利用する割合

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

薬剤師が行う 薬剤師と医師が共同で行う 薬剤師と看護師が共同で行う

医師が行う 看護師が行う 医師と看護師が共同で行う

その他 無回答

56 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持参薬確認に基づく情報を、カンファレンスや回診等で他の医療

（N=1292）

持参薬の鑑別後の対応状況 （複数回答）

49.9%

42.8%

56.1%持参薬確認に基 く情報を、カンファレンスや回診等で他の医療

スタッフに情報提供している

持参薬確認に基づく情報を、調剤所にいる薬剤師に情報提供し

ている

入院中の術・検査・治療に対する持参薬の影響（相互作用、重

複等を含む）等を考慮した上で、医師に対して、患者の病態に適

18.8%

した処方の提案を行っている

その他

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）
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（薬剤師の活用事例）持参薬関連業務②

○ 持参薬の確認等を行う患者の割合は 薬剤師の員数密度の増加に伴い 増加する傾向○ 持参薬の確認等を行う患者の割合は、薬剤師の員数密度の増加に伴い、増加する傾向
にある。

○ 持参薬の利用により削減される薬剤費は、薬剤師の員数密度の増加に伴い、増加する
傾向にある傾向にある。

持参薬の確認等を行う患者の割合

薬剤師の員数密度
0.5倍未満

（n=13）

0.5倍以上
1.0倍未満

（ 185）

1.0倍以上
1.5倍未満

（ 752）

1.5倍以上
2.0倍未満

（ 926）

2.0倍以上
2.5倍未満

（ 693）

2.5倍以上
3.0倍未満

（ 354）

3.0倍以上
（n=214）

（n=185） （n=752） （n=926） （n=693） （n=354）

持参薬確認患者の割合 35.2% 36.6% 42.6% 51.4% 53.8% 53.0% 60.3% 

持参薬の利用により削減された薬剤費（１病棟１月あたり）
※ 倍数は、医療法施行規則における薬剤師の

標準員数に対する実際の員数状況を示す

薬剤師の員数密度
0.5倍未満

（n=6）

0.5倍以上
1.0倍未満

（n=70）

1.0倍以上
1.5倍未満

（n=347）

1.5倍以上
2.0倍未満

（n=327）

2.0倍以上
2.5倍未満

（n=154）

2.5倍以上
3.0倍未満

（n=87）

3.0倍以上
（n=59）

出典）平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査） 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）

削減された薬剤費 139,655円 30,012円 123,004円 156,278円 217,724円 241,112円 331,227円
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○ 現状では、勤務医等の負担軽減策として、薬剤師が病棟での業務を実施している

ところは半数にも満たず、また、実施していたとしても、病棟での業務従事時間は、多くの

病棟で週当たり８時間未満であり、薬剤師が十分に活用されているとは言い難い。

○ しかしながら、薬剤師を病棟での業務に従事させることにより、勤務医と看護職員の

負担軽減につながるだけでなく、医療安全及び薬物療法の質の向上、薬剤費の節減等

の観点からも、一定のメリットが確認された。

病棟に一定程度以上従事する薬剤師が、勤務医等の負担軽減のほか、

医療安全及び薬物療法の質の向上、薬剤費の節減等に資する業務を行った

場合について、診療報酬上、評価することとしてはどうか
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